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被害状況等
（平成３０年３月１日現在

出典：緊急災害対策本部公表資料、復興庁等）

（１）人的被害
ア 死者 １９，６３０名

（震災関連死(※２) ３，７０１名）
イ 行方不明 ２，５６９名
ウ 負傷者 ６，２３０名

（２）建築物被害
ア 全壊 １２１，７８１戸
イ 半壊 ２８０，９６２戸
ウ 一部破損 ７４４，５３０戸

※ 未確認情報を含む。
※ 平成２３年４月７日に発生した宮城県沖を震源とする地震等の被害を

含む。

※２ 「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による負傷の悪化等により
亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害
弔慰金の支給対象となった方」と定義（実際には支給されていない方も含
む。）。復興庁等調べ（平成３０年９月３０日現在） 。

項目 データ

発生日時 平成２３年３月１１日 １４時４６分

震源および規模
(推定)

三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の
東南東130㎞付近）
深さ２４㎞、モーメントマグニチュード Ｍw９．０

震源域 長さ約450km、幅約200㎞

断層のすべり量 最大20～30m程度

震源直上の海底
の移動量

東南東に約24m移動、約3m隆起

震度７ 宮城県北部

震度６強
宮城県南部・中部、福島県中通り・
浜通り、茨城県北部・南部、栃木県
北部・南部

震度６弱
岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南
部、福島県会津、群馬県南部、埼玉
県南部、千葉県北西部

震度５強

青森県三八上北・下北、岩手県沿岸
北部、秋田県沿岸南部・内陸南部、
山形県村山・置賜、群馬県北部、埼
玉県北部、千葉県北東部・南部、東
京都23区、新島、神奈川県東部・西

部、山梨県中部・西部、山梨県東部・
富士五湖

（気象庁資料・海上保安庁資料による）

※我が国の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降4番目の規模の地震

１－１ 東日本大震災の概要
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※平成23年3月14日から平成26年3月31日の間に日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会及びＮＨＫ厚生文化事業団の４団体に

寄せられた義援金と平成26年4月1日以降に日本赤十字社に寄せられた義援金を合計したもの。

２－１－２ 義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金の実績

（２）災害弔慰金の支給状況（内閣府調べ、平成３０年１１月３０日現在）

○ 日本赤十字社等に寄せられた義援金３，８２１億円の約９９％を被災者に配付済（平成30年11月30日現在）

○ 災害弔慰金の支給済件数は、２０，４７５件（平成30年11月30日現在）

○ 被災者生活再建支援金の支給世帯数は２００，２４８世帯（平成30年11月30日現在）

※災害弔慰金：災害により死亡された方のご遺族に対して支給するもの。

災害障害見舞金：災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給するもの。

（１）義援金の配布状況（内閣府調べ、平成３０年１１月３０日現在）

募金総額
配分

都道県への送金額 うち市町村への送金額 うち被災者への配付額 配付件数

3,821億円
3,819億円 3,766億円 3,748億円

2,706,410件
99.9% 98.6% 99.5%

支給済件数 うち被災３県 支給済額 うち被災３県

災害弔慰金 20,475件 20,266件 609億5,125万円 602億5,625万円

災害障害見舞金 103件 99件 1億7,125万円 1億6,500万円

※被災者生活再建支援金：災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給するもの。

東日本大震災財特法の一部改正により、東日本大震災に限った措置として国の補助率を50％から80％に引き上げ。

また、地方負担（20％）のための基金積み増し分について、平成２３年度第２次補正予算で増額される特別交付税により全額手当。

（３）被災者生活再建支援金の支給状況（内閣府調べ、平成３０年１１月３０日現在）
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世帯数 うち被災３県 支給額 うち被災３県

基礎支援金 ２００，２４８世帯 １８２，３８６世帯 １，６１４億円 １，４７９億円

加算支援金 １４５，８９３世帯 １３１，１２４世帯 １，９５９億円 １，７５９億円





＜更なる施工確保対策＞
Ｈ27.2.2  災害公営住宅建築工事におけるクレーン経費増対応

（※ 共通仮設費率を1.3倍に引き上げ）

Ｈ30.3.1  公共工事設計労務単価の引き上げ
（※ 被災3県全職種平均 ＋58.3％（対24比））

２－２－２ ①住宅再建・復興まちづくりの加速化の取組

H25.3.7 「加速化措置第１弾」
①「住まいの復興工程表」の策定
② 実現および加速化のための主な措置（施策パッケージ）

・用地取得、埋文調査、発注者支援、施工確保対策 等

H25.4.9 「加速化措置第２弾」

○ 用地取得手続きの簡素化や施工確保対策
・防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化
・土地収用手続きの効率化 ・財産管理制度の円滑な活用
・造成工事等の早期化 等

①「用地取得加速化プログラム」の策定
・財産管理制度、土地収用制度、用地実務支援の措置の拡充
② 住宅再建の加速化

・ 災害公営住宅分野の施工確保、入札不調対策
③ 加速状況の見える化

・「つちおと情報館」など見える化のワンストップ化 等

H25.10.19 「加速化措置第3弾」

H26.5.27 「加速化措置第５弾」

○「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」の策定
・ 被災者からの住宅再建具体化に向けた相談への対応強化
・ 登記手続、住宅ローン実行の迅速化による早期の住宅着工
・ 再建工事集中時の建設事業者の人材・資材確保支援
○「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」の策定 等

○ 住宅再建・復興まちづくりは被災地復興の最優先課題。これまで、政府一丸となって5度にわたる100近い加速化措置を実施。
○ さらに昨年１月、これまでの加速化措置等の実施状況を踏まえ、追加措置を加えた「総合対策」をとりまとめた。

H26.1.21 「住まいのこだわり設計事例集」

H26.2.1 「用地加速化支援隊」の創設

H26.5.30 がんばれ復興！まちづくりのトップランナー
（復興まちづくり先導事例集）

H26.8.25 「工事加速化支援隊」の創設

H25.2.4 農地法の規制緩和

H26.1.9   「加速化措置第４弾」

①「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」の策定
・「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」策定、

商業施設等復興整備事業による支援、専門家派遣
② 住宅再建の加速化
・東北六県における各発注機関の発注見通しを統合し公表 等

H27.1.16 「隘路打開のための総合対策」

○ これまでの加速化措置を充実・補完し総合化
・ 被災3県の災害公営住宅の標準建設費の引き上げ
・ 災害公営住宅の資材調達・人材のマッチングサポート
・ 防災集団移転促進事業の移転元地の活用事例集の作成 等
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２－２－４ ①鉄道の復旧状況

運行中

不通区間

岩手県、宮城県、福島県における被災総延長 2,350.9km
・運行再開区間 2,274.7km

うちH24.12以降の運行再開区間 228.4km
・運休区間 76.2km ※JR大船渡線・気仙沼線のBRTによる本格復旧分を含む

※平成30年10月11日現在

BRT運行中

14
※国土地理院白地図を基に復興庁が作成



２－２－４ ②復興道路・復興支援道路の開通見通し

15
平成31年1月12日時点







































 「新しい東北」の創造に向けて取り組んでいる方を表彰することで、取組を広く情報発信するとともに、被災
地内外への普及・展開を図ることを目的として、平成28年度から「新しい東北」復興・創生顕彰を実施

２－５－４「新しい東北」の創造に向けて②（協議会の具体的な取組例）

＜平成29年度選定結果＞
齊藤 賢治氏
（一般社団法人大船渡津波伝承館 理事長兼館長） 観光チーム気仙沼

釜石○○会議実行委員会 特定非営利活動法人ザ・ピープル

特定非営利活動法人遠野まごころネット 特定非営利活動法人
相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会

愛さんさんグループ 味の素株式会社グローバルコミュニケーション部CSRグループ
「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」

一般社団法人日本カーシェアリング協会 きっかけ食堂

 被災地における復興・地域課題解決に向けた様々な活動等をテーマに、地域の課題を広く共有し、課題解
決のための知見を集めるとともに、人的ネットワークを構築することなどを目的として、東京や東北各地で、

「Fw:東北Weekly」と題したイベントを多数展開している
フォワード

 共創（オープンイノベーションの手法を活用した価値創出）の力を用いて、被災地の課題解決等を
目的として行う様々なプロジェクトを「Fw:東北」と総称し、イベントやソーシャルメディア等を通じて発信。

 「Fw:東北Weekly」においては、参加者を交えたアイデアソン等の双方向型の企画等を用意し、被
災地の現状や課題について、参加者が自分事として考えることができ、その後の被災地での関わりにつ
ながるよう工夫。 ロゴマーク

事例集を作成し、受賞者
の取組を紹介 34







２－５－４ これまでの取組（先導モデル事業/平成25～27年度実施）

○「新しい東北」の実現に向け、被災地で既に芽生えている先導的な取組を育て、被災地での普
及・展開を進め、東北、ひいては日本のモデルとしていくため、先導的な取組を幅広く公募し、
支援するもの。

（平成25年度は66事業、平成26年度は95事業、平成27年度は55事業の計216事業を支援。）
【「新しい東北」先導モデル事業における支援事業（例）】

保育所等と連携した高齢者の健康づくり

仮設住宅の高齢者が保育所・幼稚園で子どもと一緒
に給食を食べ、ふれあうことにより、孤食の解消や、
生活の不活発化を原因とする心身機能の低下等の
課題に対応するとともに、高齢者の生きがいを創出。
また、栄養士会の管理栄養士が栄養指導を実施。

津波避難訓練等における訓練プログラムの開発・検証

沿岸地域の自治体へヒアリングを行い集まった課
題、問題点をベースに複数の避難訓練プログラム
を作成し、選択できるようにする取組を実施。ま
た、避難訓練の習慣化を目的に、ワークショップ
等のイベントと併せて訓練を実施。

子どもの成長を育む地域の遊び場づくり

ボランティア等の地域住民が積極的に参加する、
新しい子どもの遊び場づくり活動を実践。災害公
営住宅等における新たな地域コミュニティの形成
にも寄与。

温泉熱を活かした六次化産業創出

活力ある「エコ温泉地」を目指し、温泉熱エネル
ギーを活用した植物工場による野菜・果物栽培、
バイナリー発電の冷却水を利用した陸上養殖等を
実施。これらの生産物による六次化商品の開発や、
エネルギー体験型ツアー商品の開発を実施。

インターンシップを通じたU・Iターン促進

岩手県内外の学生が岩手県内企業でのインターン
シップに参加し、地元企業の課題解決や新規事業
に取り組むことにより、U・Iターンを目指す取組
を実施。

浜の未利用資源の高機能性食品化

持続可能な地域産業の確立に向けて、市場では流
通していなかった未利用の水産物を活用。「機能
性」と「高付加価値化」に焦点を当てた新商品を
開発。

地域におけるスマートフォン等でのカード決済の導入

初期費用が低廉なモバイル端末を使ったクレジットカー
ド決済の仕組みを、地域の小売店・飲食店等で一斉に導
入し、消費の誘発による地域経済の活性化を図る。併せ
て、決済手数料の一部を地域に還元する仕組みを構築。

地域協働の仕組みによるコミュニティ・産業の再生

仮設店舗を活用し、地域の特産品を活かした商品の開発、
加工、販売までを地域住民が協働で行う。
災害公営住宅に入居する高齢者への配達や仮設店舗までの
送迎も行い、地域の買い物支援にも取り組む。 37



































３－１ 平成３１年度復興庁予算概算決定のポイント
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３－１ 平成３０年度復興庁予算のポイント
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区分
平成29年度 平成30年度 平成31年度

当初予算額（億円） 当初予算額（億円） 当初予算案（億円）

被災者支援 1,124 768 614
生活支援 366 275 201

教育・医療・福祉 713 447 371

救助活動 7 7 4

その他 38 39 37

住宅再建・復興まちづくり 7,698 6,996 6,927
災害廃棄物等処理 72 33 22

公共事業（災害復旧） 2,270 1,916 2,148

施設等の災害復旧等 329 148 169

復興に向けた公共事業等 4,502 4,094 4,014

東日本大震災復興交付金 525 805 573

産業・生業（なりわい）の再生 1,052 1,052 691
産業振興 1,023 1,026 671

災害関連融資 216 161 101

東日本大震災事業者再生支援機構への出資金 - 100 -

中小企業への支援・立地補助事業等 434 263 198

農林水産業の復興支援 160 295 132

観光復興 51 50 49

福島イノベーション・コースト構想関連 101 135 126

被災事業者支援 54 16 60

研究開発・再生エネルギー等 7 6 6

雇用の確保 29 25 19

その他 - 1 1

原子力災害からの復興・再生 8,209 7,477 6,486
風評被害対策・食の安全確保等 100 98 93

除染等 6,699 5,585 4,431

研究開発拠点整備等 11 9 8

ふるさとの復活 1,297 1,669 1,871

その他 102 116 83

東日本大震災復興推進調整費 8 2 2
「新しい東北」の創造 9 8 7
震災復興特別交付税 3,425 3,252 3,246
全国防災対策費 0 - -
その他 5,372 4,038 3,375
合計 26,896 23,593 21,348

３－１ 復興関連予算

※ 計数については、単位未満四捨五入のため、合計とは一致しないものがある。
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３－１ 平成２９年度復興予算の執行状況

(単位：億円）

(A) (B) （C） (D)=(A-B-C） (B)/(A) (B)+(C)/(A) (D)/(A)

被災者支援 1,151 969 42 139 84.2% 87.9% 12.1%

生活支援 396 283 42 70 71.4% 82.1% 17.9%

教育・医療・福祉 711 645 -                 65 90.7% 90.7% 9.3%

救助活動 5 4 -                 0 87.7% 87.7% 12.3%

その他 37 35 -                 2 94.1% 94.1% 5.9%

住宅再建・復興まちづくり 15,957 9,866 5,329 762 61.8% 95.2% 4.8%

災害廃棄物等処理 92 48 10 33 53.0% 63.8% 36.2%

公共事業（災害復旧） 6,314 3,212 2,592 510 50.9% 91.9% 8.1%

施設等の災害復旧等 642 417 111 112 65.1% 82.4% 17.6%

復興に向けた公共事業等 7,452 5,100 2,247 104 68.4% 98.6% 1.4%

東日本大震災復興交付金 1,456 1,087 368 0 74.6% 100.0% 0.0%

産業・生業（なりわい）の再生 1,536 816 424 295 53.1% 80.7% 19.3%

産業振興 1,509 792 424 292 52.5% 80.6% 19.4%

災害関連融資 212 136 -                 76 64.0% 64.0% 36.0%

中小企業への支援・立地補助事業等 909 339 389 180 37.3% 80.2% 19.8%

農林水産業の復興支援 189 143 29 15 75.9% 91.5% 8.5%

観光復興 59 55 0 3 94.0% 94.0% 6.0%

イノベーション・コースト構想関連 76 60 5 11 78.7% 85.3% 14.7%

原子力災害による被災事業者の自立支援
事業

55 50 0 4 91.7% 91.7% 8.3%

研究開発・再生エネルギー等 7 7 -                 0 99.9% 99.9% 0.1%

雇用の確保 27 23 -                 3 87.1% 87.1% 12.9%

原子力災害からの復興・再生 10,161 6,990 1,545 1,625 68.8% 84.0% 16.0%

86 73 -                 12 85.0% 85.0% 15.0%

汚染廃棄物の適正な処理 8,538 5,863 1,217 1,457 68.7% 82.9% 17.1%

研究開発拠点整備等 10 10 -                 0 100.0% 100.0% 0.0%

ふるさとの復活 1,398 955 308 134 68.3% 90.4% 9.6%

その他 127 87 19 20 68.6% 83.9% 16.1%

震災復興特別交付税 2,543 2,543 -             -             100.0% 100.0% 0.0%

その他（復興債償還費等） 1,732 689 -             1,042 39.8% 39.8% 60.2%

合計 33,082 21,875 7,341 3,865 66.1% 88.3% 11.7%

※1 計数については、単位未満を切り捨てているため、合計とは一致しない。

※2 計数については、平成27年度復興特会予算繰越分、平成28年度復興特会予算繰越分及び平成29年度復興特会予算分の合計である。

風評被害対策・食の安全確保等

区 分
歳出

予算現額
支出済
歳出額

翌年度
繰越額

不用額 執行率 執行見込率 不用率
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３－２ 福島復興に向けた予算等②（概要）

28年度補正予算 29年度予算

（１）長期避難者の支援、早期帰還の支援等

○福島再生加速化交付金 ８０７億円
○特定復興再生拠点整備事業（仮称） ３０９億円
○福島生活環境整備・帰還再生加速事業 １８１億円

１．復興まちづくり

◎復興道路・復興支援道路の整備加速化 ５８９億円
◎復興を支える港湾施設（防波堤等）の整備加速化 ３８億円
◎災害廃棄物処理 ９億円

（２）地域再生（被災者支援、住宅再建・復興まちづくり）

◎被災者支援総合交付金 ２００億円
◎被災者生活再建支援金補助金 １３５億円
◎東日本大震災復興交付金 ５２５億円
◎災害復旧事業 ２，５９９億円 等

２．原子力災害からの復興・再生

◎放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 ３，３０７億円

（３）安全・安心な生活環境の実現等

◎除去土壌等の適正管理・搬出等 ２，８５５億円
◎放射性物質汚染廃棄物処理事業等 １，８５１億円
○中間貯蔵施設の整備等 １，８７６億円
○放射性物質環境汚染状況監視等調査研究 １３億円
○福島県双葉郡中高一貫校設置事業 ２６億円 等

３．産業・生業（なりわい）の再生

◎東北地方へのインバウンド推進による観光復興 ８億円
○原子力被災12市町村における営農再開支援 ７０億円
○原子力災害被災地域における創業等支援 ２億円

（４）地域経済の再生、イノベーション・コースト、風評関連等

◎中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 ２１０億円
◎観光復興関連事業 ５１億円
◎復興特区支援利子補給金 １９億円
○原子力災害対応雇用支援事業 １９億円
○原子力災害による被災事業者の自立等支援事業 ５４億円
○福島12市町村の将来像実現のための調査・推進事業 ２億円
○福島イノベーション・コースト構想関連事業 １０１億円
○福島県農林水産業再生総合事業 ４７億円 等

（注）◎については被災県の合計であり、その一定部分が福島県で実施される。 60



３－２ 福島復興に向けた予算等③（概要）

30年度予算 31年度概算決定

（１）長期避難者の支援、早期帰還の支援等

○福島再生加速化交付金 ８２８億円
○特定復興再生拠点整備事業 ６９０億円
○福島生活環境整備・帰還再生加速事業 １５０億円

（１）長期避難者の支援、早期帰還の支援等

○福島再生加速化交付金 ８９０億円
○特定復興再生拠点整備事業 ８６９億円
○福島生活環境整備・帰還再生加速事業 １１１億円

（２）地域再生（被災者支援、住宅再建・復興まちづくり）

◎被災者支援総合交付金 １９０億円
◎被災者生活再建支援金補助金 １０８億円
◎東日本大震災復興交付金 ８０５億円
◎災害復旧事業 ２，０６４億円 等

（２）地域再生（被災者支援、住宅再建・復興まちづくり）

◎被災者支援総合交付金 １７７億円
◎被災者生活再建支援金補助金 １０７億円
◎東日本大震災復興交付金 ５７３億円
◎災害復旧事業 ２，３１７億円 等

（３）安全・安心な生活環境の実現等

◎除去土壌等の適正管理・搬出等 １，２１２億円
◎放射性物質汚染廃棄物処理事業等 １，４５５億円
○中間貯蔵施設の整備等 ２，７９９億円
○放射性物質環境汚染状況監視等調査研究 １３億円
○福島県双葉郡中高一貫校設置事業 ３６億円 等

（３）安全・安心な生活環境の実現等

◎除去土壌等の適正管理・搬出等 １，１８７億円
◎放射性物質汚染廃棄物処理事業等 １，０５４億円
○中間貯蔵施設の整備等 ２，０８１億円
○放射性物質環境汚染状況監視等調査研究 １３億円
○福島県浜通り地域等の教育再生 １１億円 等

（４）地域経済の再生、イノベーション・コースト、風評関連等

◎中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 １５０億円
◎観光復興関連事業 ５０億円
◎復興特区支援利子補給金 １５億円
○福島県営農再開支援事業 １３０億円
○原子力災害対応雇用支援事業 １５億円
○原子力災害による被災事業者の自立等支援事業 １６億円
○福島12市町村の将来像実現のための調査・推進事業 ２億円
○福島イノベーション・コースト構想関連事業 １３５億円
○福島県農林水産業再生総合事業 ４７億円 等

（４）地域経済の再生、イノベーション・コースト、風評関連等

◎中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 ７６億円
◎観光復興関連事業 ４９億円
◎復興特区支援利子補給金 １２億円
○ふくしま食品衛生管理モデル等推進事業 １億円
○原子力災害対応雇用支援事業 １０億円
○原子力災害による被災事業者の自立等支援事業 ６０億円
○福島12市町村の将来像実現のための調査・推進事業 １億円
○福島イノベーション・コースト構想関連事業 １２６億円
○福島県農林水産業再生総合事業 ４７億円 等

（注）◎については被災県の合計であり、その一定部分が福島県で実施される。 61









○ 規制・手続き等の特例に係る計画は41計画、税制上の特例に係る計画は30計画、金融上の特例に係
る計画は186計画認定（※１）。

○ 県別では、岩手県で34計画、宮城県で78計画、福島県で104計画等となっている（※２）。

青森 岩手 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 合計

規制・手続
等の特例

1 7 18 6 6 1 2 41

税制上の
特例

1 7 17 4 1 0 0 30

金融上の
特例

9 20 43 94 20 0 0 186

県合計
11

(10)
34

(33)
78

(72)
104 27

(26)
1 2 257

(242)

※１ 一つの復興推進計画に複数の特例が盛り込まれている場合には、該当する特例の数を計上した。

※２ 県合計の下段の括弧内の数値は複数の特例に該当する重複を排除し、当該県内で認定された復興
推進計画の数を表記したもの。

平成30年12月末現在

３－４ 復興特区制度②（復興推進計画の認定状況）
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※ １つの地区で複数の事業を実施している場合があるため、「事業施行地区」欄の地区数と「復興整備事業の内容」欄の地区数の合計とは、必ず
しも一致しない。

３－４ 復興特区制度④（復興整備計画の活用状況）

地域 対象市町村 事業施行地区 復興整備事業の内容 主な許認可等の特例

岩手

○計１２市町村
（宮古市、大船渡市、久慈市、

陸前高田市、釜石市、山田町、
大槌町、岩泉町、田野畑村、
普代村、野田村、洋野町）

計１９９地区

・市街地開発事業
（宮古市等の計２１地区）

・集団移転促進事業
（宮古市等の計４５地区）

・都市施設の整備に関する事業
（宮古市等の計７７地区）

・小規模団地住宅施設整備事業
（大槌町の計７地区）

・土地改良事業
（釜石市等の計３地区）

・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業
（宮古市等の計８１地区）

・農地法の転用許可みなし
（宮古市等の計５９地区）

・都市計画法の事業認可みなし
(大船渡市等の計４地区)

宮城

○計１４市町
（仙台市、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、
岩沼市、東松島市、亘理町、
山元町、七ヶ浜町、利府町、
女川町、南三陸町）

計４３５地区

・市街地開発事業
（石巻市等の計３２地区）

・集団移転促進事業
（仙台市等の計１９４地区）

・都市施設の整備に関する事業
（石巻市等の計７１地区）

・土地改良事業 (南三陸町の計２地区)
・津波防護施設の整備に関する事業（山元町の１地区）
・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業

（仙台市等の計１６７地区）

・農地法の転用許可みなし
（仙台市等の計２１５地区）

・都市計画法の開発許可みなし
（石巻市等の計１５７地区）

・自然公園法の建設許可等みなし
（石巻市等の計３６地区）

福島

○計１３市町村
（いわき市、相馬市、南相馬市、

川俣町、広野町、楢葉町、
富岡町、川内村、大熊町、
双葉町、浪江町、新地町、
飯舘村)

計２５７地区

・市街地開発事業
（いわき市等の計７地区）

・集団移転促進事業
（いわき市等の計５４地区）

・都市施設の整備に関する事業
（いわき市等の計７６地区）

・小規模団地住宅施設整備事業 （いわき市の計３地区）
・土地改良事業

（相馬市等の計１３地区）
・造成宅地滑動崩落対策事業 （楢葉町の計１地区）
・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業

（いわき市等の計１１６地区）

・農地法の転用許可みなし
（いわき市等の計１２６地区）

・都市計画法の開発許可みなし
（いわき市等の計２２地区）

（平成３０年１１月３０日現在）
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１ 取崩し型復興基金の創設 （平成23年度）

東日本大震災からの復興に向けて、被災団体が地域の実情に応じて、住民生活の安定やコミュニティ
の再生、地域経済の振興・雇用維持等について、単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対
処できる資金として、復興基金を創設。

２ 復興基金への特別交付税措置（基金の規模）

現在の低金利の状況では従来の運用型基金は有効ではないことから、取崩し型基金により対処するこ
ととして、特定被災地方公共団体である９県が基金を設置することとなる場合について、阪神・淡路大
震災における措置等を踏まえ、２次補正により増額された既存の特別交付税により措置。

青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 新潟県 長野県 合 計

８０ ４２０ ６６０ ５７０ １４０ ４０ ３０ １０ １０ １，９６０

（単位：億円）

３ 基金の使途・運用

基金を具体的にどのように使うのか、直営方式・財団方式等どのような運用をするかについては、各
県の判断に委ねられる。各県においては、きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨から、市町村事
業に十分に配慮した運用を実施。

４ 交付時期

基金の設置について、１２月分の特別交付税により措置(平成２３年１２月１４日交付)。

※ 被災者生活再建支援制度等の阪神・淡路大震災後の制度改正や平成23年度補正予算等で国庫補助対象となったものを除き、措置対象
を同レベルとした場合の阪神・淡路大震災復興基金の措置額 ９６０億円程度

３－６ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」①
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県 名
基金規模※１

①

交 付 金 活 用 額
執行率
⑤÷➀

（参考）
交付金事業名うち市町村

交付金 ②
平成23～29年度

(実績額) ③
平成30年度

(当初予算) ④
交付金活用累計額

⑤(③＋④)

青 森 県※２ 4,045 (4,000) 3,829 121 3,950 97.6% 青森県東日本大震災復興推進交付金

岩 手 県※２ 22,121 (21,000) 14,578 2,509 17,088 77.2% 東日本大震災津波復興基金市町村交付金

宮 城 県※２ 33,092 (33,000) 22,799 3,433 26,232 79.3% 東日本大震災復興基金交付金

福 島 県※２ 43,849 (28,500) 24,202 1,593 25,795 58.8% 福島県市町村復興支援交付金

茨 城 県※２ 7,002 (7,000) 7,002 0 7,002 100.0% 市町村復興まちづくり支援事業費交付金

栃 木 県※２ 2,008 (2,000) 2,006 0 2,006 99.9% 東日本大震災復興推進事業交付金

千 葉 県※２ 3,001 (3,001) 2,737 101 2,837 94.5% 「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金

新 潟 県※２ 500 (500) 500 0 500 100.0% 東日本大震災復興事業交付金

長 野 県※２ 1,010 (1,010) 711 69 780 77.3% 長野県栄村復興交付金

合 計 116,628 (100,011) 78,365 7,826 86,191 73.9%

３－６ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」②

○東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」の活用状況について

（市町村分） （単位：百万円）

（単位：百万円）

県 名
基金規模

①

特別交付税
措置額

②

復 興 基 金 活 用 額
執行率
⑤÷➀

（参考）
基金名平成23～29年度

(実績額) ③
平成30年度

(当初予算) ④
活用累計額
⑤(③＋④)

うち市町村
交付金

青 森 県 8,000 8,000 6,833 442 7,275 (4,000) 90.9% 青森県東日本大震災復興推進基金

岩 手 県 42,000 42,000 35,401 4,066 39,467 (21,000) 94.0% 東日本大震災津波復興基金

宮 城 県※１ 91,382 66,000 73,779 5,482 79,261 (33,000) 86.7% 東日本大震災復興基金

福 島 県 57,000 57,000 50,433 3,049 53,483 (28,500) 93.8% 福島県原子力災害等復興基金

茨 城 県※１ 16,899 14,000 14,374 1,340 15,714 (7,000) 93.0% 茨城県東日本大震災復興基金

栃 木 県※１ 4,018 4,000 4,012 6 4,018 (2,000) 100.0% 栃木県東日本大震災復興推進基金

千 葉 県※１ 3,001 3,000 3,001 0 3,001 (3,001) 100.0% 千葉県東日本大震災市町村復興基金

新 潟 県 1,000 1,000 993 7 1,000 (500) 100.0% 新潟県中越大震災復興基金

長 野 県※１ 1,010 1,000 1,010 0 1,010 （1,010) 100.0% 長野県栄村復興基金

合 計 224,310 196,000 189,836 14,393 204,229 (100,011) 91.0%
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※１ 「基金規模」及び「復興基金活用額」には寄附金等を含む。
※２ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。

※１ 市町村は、県の復興基金からの交付金を受けて、基金を設けるなどしたうえで復興事業を執行。
※２ 「基金規模」及び「交付金活用額」には寄附金等を含む。
※３ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。

（県分）



３－６ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」③

○私立学校・私立博物館等の災害復旧に対する支援
○部活動に必要な備品の購入や施設の修繕等に対する支援
○被災地における芸術・文化活動に対する支援 など

○県の復興融資を利用した中小企業に対する利子補給
○経営再建のための融資を活用した被災農林漁業者に対する利子補給
○二重住宅ローンを抱える被災者に対する利子補給 など

○被災商店街の復興支援や地域産業再生のための販路開拓支援
○被災中小企業の早期復興のための経営相談等による支援
○小規模農地や補助対象外の農林水産業施設の復旧に対する支援
○早期の経営再開のために必要なウニ、アワビ等の種苗や代替家

畜等の導入支援
○被災農業者向けの農林業復興等に関する研修等への支援
○被災者の就業支援や事業主の雇用維持に対する支援
○被災地の観光振興に対する支援 など

○災害救助法等の対象とされない被災住宅の補修等への支援
○融資が困難な被災者の宅地復旧工事等への支援 など

○被災者自らが主体となって実施する復興関連の地域づくり事業
への支援

○震災周年追悼・記念行事開催への支援
○震災の記録・教訓の伝承や展示 など

【教育文化対策】（５０億円）

【産業復興・地域振興対策】（４５０億円）

【住宅対策】（２００億円）

【その他】（２２０億円）

○地域の実情に応じた復興事業を実施するための市町村交付金

【市町村向け交付金】（１，０００億円）

※ 総務省まとめ

○被災者の心の健康の保持増進を図るための相談支援
○仮設住宅における防犯ボランティアへの支援
○仮設住宅の共同利用施設の維持管理費への補助
○被災地域の集会所等のコミュニティ施設の再建支援 など

【生活支援】（８０億円）

【融資への利子補給】（５０億円）

○被災した市民等に必要な生活支援等の情報を発信する災害
情報誌の発行、避難住民に対する広報誌の郵送

○仮設住宅や避難者居住地区周辺の安全確保のための防犯灯
の設置

○避難者受入自治体における交流会の開催
○仮設住宅での見守り活動等を実施する災害ボランティアセ

ンターの運営費補助
○被災地域で新規に開業する診療所に対する開業費用の支援

○地区集会施設の復旧等に対する支援
○被災した私道の復旧に対する支援

【生活支援における事業例】
○一部損壊住宅の修繕、畳・襖・瓦の入替え等災害救助法適用外経

費の支援

【住宅対策における事業例】

○仮設店舗で開催される被災商店街の復興イベント等に対する助成
○被災農業者向けの苗木の購入等の支援

【産業復興・地域振興対策における事業例】

○被災した児童福祉施設等における各種備品の整備
○通学用のバス乗車券の購入補助
○被災を受けた学校や仮設住宅を巡回する移動図書館の運営
○青少年のスポーツの練習場所の確保のための移動費支援

【教育文化対策における事業例】

県分

市町村分
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○「取崩し型復興基金」を活用した主な事業





３－６ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」⑤

※１ 県は、震災復興特別交付税による措置分を全額市町村に交付金により交付済みであり、市町村は、県からの交付金を受けて基金を設けるなどしたうえで事業を執行。
※２ 「県から市町村への交付額」及び「交付金活用額」には県の「取崩し型復興基金」からの独自加算分を含む。
※３ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。

○津波被災地域の住宅再建支援に係る基金の活用状況について

県 名

県から
市町村への

交付額※１

①

震災復興
特別交付税

措置額
②

交 付 金 活 用 額

執行率
⑤÷➀

（参考）
交付金事業名平成23～29年度

(実績額) ③
平成30年度

(当初予算) ④
活用累計額
⑤(③＋④)

青 森 県 478 478 391 20 411 86.0%
青森県東日本大震災
復興推進交付金

岩 手 県 21,461 21,461 15,686 2,605 18,290 85.2%
東日本大震災津波復興
基金市町村交付金

宮 城 県※２ 72,753 70,856 52,831 8,198 61,028 83.9%
東日本大震災復興基金
交付金

福 島 県 10,306 10,306 2,167 1,851 4,018 39.0%
福島県市町村復興支援
交付金

茨 城 県 455 455 192 83 275 60.4%
津波被災地域復興支援
事業費交付金

千 葉 県 1,146 1,146 499 31 529 46.2%
「がんばろう！千葉」
市町村復興基金交付金

合 計 106,599 104,702 71,764 12,788 84,552 79.3%

（単位：百万円）
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３－７ 福島復興に向けた制度④（福島復興再生基本方針の概要）

≪第１部 原子力災害からの福島の復興及び再生≫

第１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項

１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義・目標

２ 福島の復興及び再生の基本姿勢

≪第２部 避難指示・解除等区域の復興及び再生≫

第２ 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府
が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

１ 避難解除等区域の復興及び再生の基本的考え方

２ 政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

３ 避難解除等区域復興再生計画の策定・変更手続

４ 公益社団法人福島相双復興推進機構への国職員の派遣等

５ 帰還環境整備推進法人の帰還環境整備事業への参画

≪第３部 福島全域の復興及び再生≫

第５ 産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に
実施すべき施策に関する基本的な事項

第６ 産業復興再生計画の認定に関する基本的な事項

第７ 先導的な施策への取組の重点的な推進のために
政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第８ 重点推進計画の認定に関する基本的な事項

第９ 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な
推進に関する施策との連携に関する基本的な事項

第１０ その他福島の復興及び再生に関し必要な事項

（平成24年7月13日閣議決定、平成29年6月30日改定）

第３ 特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関する
基本的な事項

第４ 安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために
政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
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【平成２５年】
１月２９日 復旧・復興事業の規模と財源（19兆円を25兆円）に見直し
２月 １日 福島復興再生総局を設置
２月 ６日 復興推進委員会平成24年度審議報告
２月２６日 平成24年度補正予算成立（復興特会3,177億円）
３月 ７日 「住まいの復興工程表」公表
３月１５日 「原子力災害による被災者支援策パッケージ」公表
４月 ２日 「原子力災害による風評被害を含む影響への対策

パッケージ」公表
５月１０日 福島復興再生特別措置法改正法の施行
５月１５日 平成２５年度予算成立（復興特会４兆3,840億円）
６月 ５日 復興推進委員会

「新しい東北」の創造に向けて（中間とりまとめ）
８月 ７日 避難区域の見直しが完了

１０月１１日 「子ども被災者支援法基本方針」を閣議決定・国会報告
１１月１２日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２０日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を閣議決定

【平成２６年】
２月 ６日 平成２５年度補正予算成立（復興特会5,638億円）
３月２０日 平成２６年度予算成立（復興特会３兆6,464億円）
４月 １日 福島県田村市の避難指示解除
４月１８日 「新しい東北の創造に向けて」（提言）を取りまとめ・公表
５月 １日 東日本大震災復興特別区域法の改正
６月１０日 「産業復興創造戦略」を取りまとめ・公表
６月２３日 「風評対策強化指針」を取りまとめ・公表
８月２８日 「大熊・双葉ふるさと復興構想」公表
９月 １日 福島県が中間貯蔵施設の建設受入れを表明

１０月 １日 福島県川内村の避難指示の一部解除
１１月２８日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２８日 南相馬市の特定避難勧奨地点を解除

【平成２３年】
３月１１日 東日本大震災発災・緊急災害対策本部発足
３月１７日 被災者生活支援特別対策本部（支援チーム）設置
５月 ２日 東日本大震災財特法成立

平成２３年度補正予算成立（復興経費４兆１５３億円）
６月２４日 復興基本法施行
６月２５日 東日本大震災復興構想会議「復興への提言」提出
６月２８日 東日本大震災復興対策本部（第１回）開催
７月２５日 平成２３年度第２次補正予算成立（復興経費１兆8,106億円）

７月２９日 「復興基本方針」策定
８月 ５日 原発避難者特例法成立
８月２６日 各府省の事業計画と工程表の取りまとめ（第１回）
８月２７日 原子力災害からの福島復興再生協議会（第１回）開催

１１月２１日 平成２３年度第３次補正予算成立（復興経費９兆2,438億円）

１１月３０日 復興財源確保法成立
１２月 ７日 東日本大震災復興特別区域法成立
１２月 ９日 復興庁設置法成立

【平成２４年】
２月 ９日 復興推進計画第1号認定（岩手、宮城）
２月１０日 復興庁開庁
３月 ２日 復興交付金の交付可能額通知（第１回目）
３月 ５日 東日本大震災事業者再生支援機構始業開始
３月３０日 福島復興再生特別措置法 成立
４月 ５日 平成２４年度予算成立（復興特会３兆7,754億円）
６月２７日 子ども被災者支援法 成立
７月１３日 「福島復興再生基本方針」を閣議決定
９月 ４日 被災地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組

方針（グランドデザイン）の公表
１１月２２日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告

３－８ これまでの主な動き①
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【平成２８年】
１月２０日 平成２７年度補正予算成立（復興特会1,016億円）
１月２２日 第一回東北観光アドバイザー会議を開催
３月１１日 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の

基本方針を閣議決定
３月２９日 平成２８年度予算成立（復興特会３兆2,469億円）
３月３１日 復興庁青森事務所を閉所
４月 １日 「復興・創生に向けたメッセージー皆様への約束とお願い

ー」を公表
「復興特別区域基本方針の一部改定」を閣議決定

４月１５日 「東北観光アドバイザー会議」の提言を取り纏め・公表
４月２２日 被災者支援総合交付金の交付可能額（第一回）を通知
５月２８日 福島１２市町村将来像実現ロードマップ２０２０を公表
６月 ６日 東日本大震災５周年復興フォーラムを開催
６月１２日 葛尾村の避難指示を解除（一部の帰還困難区域を除く）
６月１４日 川内村の避難指示を解除

７月１２日 福島県南相馬市の避難指示解除（帰還困難区域を除く）
８月３１日 帰還困難区域の取扱いに関する考え方を決定

９月２６日 「「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正」を
閣議決定

９月３０日 「除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理の
対応方針」を公表

１０月１１日 平成２８年度第２次補正予算成立（復興特会4,023億円）

１１月２９日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２０日 原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針を

閣議決定

【平成２７年】
１月２３日 被災者支援【健康・生活支援】総合対策を公表
２月 ３日 平成２６年度補正予算成立（復興特会2,597億円）
４月 ９日 平成２７年度予算成立（復興特会３兆9,087億円）
５月 ７日 福島復興再生特別措置法改正法の施行
６月１２日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂を

閣議決定
６月２４日 復興推進会議

今後５年にわたる復興・創生期間における復興事業の
あり方等を取りまとめ・公表

６月３０日 平成28年度以降5年間を含む復興期間の復旧・復興
事業の規模と財源について閣議決定

７月３０日 福島１２市町村の将来像に関する有識者検討会提言公表
８月２４日 福島相双復興官民合同チーム発足
８月２５日 「子ども被災者支援法基本方針改定」を閣議決定・国会報告
９月 ５日 福島県楢葉町の避難指示解除

１０月 ２日 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」
に関する施策取りまとめの公表

１１月２７日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１８日 「防災集団移転促進事業の移転元地等を利活用する

場合の支援施策パッケージ」を公表
１２月２５日 復興・創生期間に向けた新たな課題への対応方針を公表

３－８ これまでの主な動き②
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３－８ これまでの主な動き③

【平成２９年】
３月２７日 平成２９年度予算成立（復興特会２兆6,896億円）
３月３１日 「復興特別区域基本方針の一部改定」を閣議決定

川俣町の避難指示を解除。飯舘村、浪江町の避難指示
を解除（一部の帰還困難区域を除く）

４月 １日 富岡町の避難指示を解除（一部の帰還困難区域を除く）
５月１９日 福島復興再生特別措置法改正法の施行
６月３０日 福島復興再生基本方針の改定
９月１５日 「双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定

１１月１０日 「大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
１１月２９日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１２日 「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」決定
１２月２２日 「浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定

【平成３０年】
２月 １日 東日本大震災事業者再生支援機構法改正法成立
３月 ９日 「富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
３月２８日 平成３０年度予算成立（復興特会２兆3,593億円）
４月２０日 「飯舘村特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
５月１１日 「葛尾村特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
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